
相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）＝概 要＝
　本計画は、この２つのビジョンを参考として作成しました。

　（５）住民意見の反映
　計画作成にあたっては、住民の意見を反映させるため、案の段階から広く住民の意
見を聴取し、これを考慮した上で決定しました。

１　位置と地勢

　新市は神奈川県の北西部、東京都心から概ね３０～６０㎞に位置しており、相模原地域
（合併前の相模原市）と城山町を挟んで津久井地域（合併前の津久井町、相模湖町、
藤野町）からなり、北部は東京都、西部は山梨県と接しています。
　相模原地域は、相模川に沿った３つのなだらかな階段状の河岸段丘からなり、これ
らの段丘の間には斜面緑地が連なって、市街地の貴重な緑地としてみどりの骨格を形
成しています。
　津久井地域は、県民の水がめである
相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ヶ瀬
湖を抱えており、その周囲や相模川、
道志川、串川の流域に広がる緩やかな
丘陵地には、自然と共生するみどり豊
かな街並みが形成されています。

２　面積

　新市の面積は３０８．９４㎞2で、神奈川県の総面積（２，４１５．６８㎞2）に占める割合は約
１２．８％となります。

３　人口・世帯

　（１）人口動向

　（２）世帯数の推移

　（３）年齢別人口構成

　相模原市と藤野町が合併した場合の、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資する合併市町村基本計画の素案について、住民の皆様のご意
見を募集します。この計画は、新市のまちづくりを効果的かつ総合的に推進するための基本方針と、それに基づく事業や財政計画について
定めるもので、第４回相模原市 ･藤野町合併協議会において素案として承認されました。今後住民の皆様からいただいたご意見や、神奈川
県との事前協議の結果を参考に、再度合併協議会において協議され、決定されることとなります。なお、平成１８年３月２０日に相模原市、津
久井町及び相模湖町が合併することが決定しているため、計画の区域には２町を含むこととしています。
　意見の提出方法などについては、７面をご覧ください。

１　合併の背景と必要性

　（１）総合的・効果的な施策の展開
　地方分権の時代を迎え、国や県が市や町の仕事の細部にわたって指示する時代は終
わりました。質の高い行政サービスを提供するため、市や町はそれぞれの地域の課題
に対して、自らの考えと力で解決しなければならなくなっています。
　中核市である相模原市は、保健所業務や社会福祉施設の設置許可など ､政令指定都
市に次ぐ権限をもって、事務事業を総合的かつ効率的に行っています。
　藤野町では ､相模原市との合併により ､これまで県が行っていた業務のうち中核市
業務は、新市が直接行うことになりますので、総合的に施策を展開することができま
す。このように、基礎自治体として権限と責任を持って行政を進めていくことが、地
方分権の時代に相応しい自立都市の構築につながります。
　また、合併により基礎自治体としての規模が大きくなることから、地域住民が主体
となって地域の課題を解決する、いわゆる都市内分権がさらに求められます。この合
併を契機として、個性あるまちづくりを実現する都市内分権が促進され、住民自治の
充実が期待されます。

　（２）効率的な行財政運営の推進
　藤野町では、生産年齢人口と年少人口が共に減少しており、相模原市においても年
少人口は減少、生産年齢人口はほぼ横ばいという傾向を示しています。その一方で、
両市町とも老年人口は増加の一途をたどっています。また、神奈川県では２００９年をピ
ークに人口が減少に転じると推計するなど、急激な速さで少子高齢化が進んでいます。
　税金などを負担する住民が減る一方で、保健・医療・福祉などのサービスを必要と
する人が増えることになるので、少子高齢化は将来の財政運営に深刻な影響を与える
と考えられます。
　一方、国の財政状況や三位一体改革は ､地方にも大きな影響を及ぼしており ､国庫
補助金や普通交付税などは先行き不透明であり、一層の行政改革が必要です。
　合併によりスケールメリットを生み出し、人件費の削減をはじめとした、行政運営
の効率化がさらに求められています。

　（３）生活圏の拡大と広域連携
　自動車の普及や道路網、鉄道網の整備による交通手段の発達、インターネットや携
帯電話の普及による情報通信手段の発達、経済活動の活発化などに伴い、通勤・通学
や買い物、医療など住民の日常生活の行動範囲は現在の市町村や都道府県の区域を越
えてますます広がっています。
　相模原市と藤野町は、津久井広域道路の整備促進に取り組むとともに ､図書施設の
相互利用、広報紙の相互掲載、消費生活相談センターにおける広域的な相談業務を行
うほか、津久井郡の一般ごみの一部について、相模原市で焼却するなどの広域連携を
行っています。しかしながら、より効率的な行政運営のため ､合併を検討する必要が
生じています。

２　計画作成の方針

　（１）計画の趣旨等
　合併市町村基本計画は、「市町村の合併の特例等に関する法律」第６条に基づく法
定計画として合併協議会が策定するものであり、相模原市と藤野町が合併した後の新
市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定め、これに基づい
た事業を推進することにより、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に寄与する
とともに、市民福祉の一層の向上を図るため策定します。
　なお、平成１８年３月２０日に津久井町及び相模湖町の区域を廃し、その区域を相模原
市に編入することが決定していることから、本計画の区域には津久井町及び相模湖町
を含むこととします。

　（２）計画の構成
　本計画は、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針、基本
方針に基づく具体的な施策、財政計画などを中心として構成します。

　（３）計画の期間
　計画の期間は、平成１９年度から平成２７年度までの９年間とします。

３　作成にあたっての基本的な視点

　（１）地域全体の将来像の考慮
　津久井郡４町は、広域行政組合を組織してごみ処理や消防業務を共同で行うなど、
地理的、歴史的に一体感が強く、相模原市と津久井郡４町も図書施設の相互利用や広
報紙の相互掲載などの広域的な連携を行っています。また、相模原市と藤野町の間に
位置する津久井町及び相模湖町は相模原市と合併することが決定しており、城山町は
相模原市と法定合併協議会を設置しています。
　こうした経緯を踏まえて、本計画は相模原市に編入される津久井町及び相模湖町だ
けでなく、城山町を含めた１市４町を一体の地域として捉え、地域全体の将来像や、
まちづくりのあり方を考慮した上で作成しました。

　（２）各市町の地域資源の活用とまちづくりの継承
　各市町の持つ地域資源を活用し、それぞれが取り組んできたまちづくりを基本的に
継承するという考え方に立ち、各市町の総合計画を反映し作成しました。

　（３）相模原市・津久井町・相模湖町新市まちづくり計画との整合
　相模原市、津久井町及び相模湖町の合併に係る新市まちづくり計画（新市建設計画）
との整合を図りました。

　（４）「まちづくりの将来ビジョン」の反映
　相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町の１市３町は、平成１６年４月に任意の合
併協議会を設置し、合併した場合のまちづくりの方向性等を「相模原 ･津久井地域ま
ちづくりの将来ビジョン」としてまとめましたが、藤野町においてもこのビジョンを
基本として、１市４町が合併した場合の藤野町地域のまちづくりを「ふじの　まちづ
くり将来ビジョン」としてまとめています。

 第 1章　序　論

 第２章　新市の概況

新　市旧藤野町旧相模湖町旧津久井町旧相模原市区　分
３０８．９４６４．９１３１．５９１２２．０４９０．４０面積（㎞2）

資料：県勢要覧〔平成１６年度版〕神奈川県企画部統計課
（相模原市の面積は行政界変更に伴い修正しています）

人口統計国 勢 調 査 人 口
区　分

平成１７年平成１２年平成７年平成２年昭和６０年昭和５５年
６７３，６０６６５８，１１４６２３，７８１５８０，９０１５２７，２６９４７８，５２３人　口
－５．５％７．４％１０．２％１０．２％－伸び率

資料：国勢調査、神奈川県人口統計調査（４月１日現在）

人口統計国 勢 調 査 世 帯
区　分

平成１７年平成１２年平成７年平成２年昭和６０年昭和５５年
２７２，２６３２５４，５３２２２８，３４８２０１，４５８１６８，１９１１４２，１９９世帯数
－１１．５％１３．３％１９．８％１８．３％－伸び率

資料：国勢調査、神奈川県人口統計調査（４月１日現在）

平成１７年　年齢別人口割合平成１７年　年齢別人口（人）
６５歳以上１５～６４歳０～１４歳６５歳以上１５～６４歳０～１４歳
１４．２％７１．６％１４．２％９６，０８８４８２，５７８９５，５２６

（年齢不詳は含めていない）
資料：神奈川県人口統計調査（１月１日現在）

 第３章　将来人口の見通し

■　将来人口の推計：単位（人）
平成２７年
（２０１５年）

平成２２年
（２０１０年）

平成１７年
（２００５年）区　　分

６９４，４６６６８７，７９７６７４，２４２総 人 口

 ８８，６６１（１２．８％） ９３，６１９（１３．６％） ９５，５２６（１４．２％）年少人口（０～１４歳）年
齢
階
層
別

４４８，３２８（６４．５％）４６６，１９４（６７．８％）４８２，５７８（７１．６％）生産年齢人口（１５～６４歳）

１５７，４７７（２２．７％）１２７，９８４（１８．６％） ９６，０８８（１４．２％）老年人口（６５歳以上）

（注）平成２２年、２７年はコーホート要因法により推計（１月１日現在）
平成１７年人口は年齢不詳を含むため年齢別人口の合計と総人口は一致しない
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